
【001】 パリ協定（2016年11月発効）

1997年：気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3）
→「京都議定書」を採択
　先進国全体の温室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて
　少なくとも 5%削減することを目的

・さらに新しい枠組みとして、COP21において「パリ協定」が採択
　される。

　発効には（ Ａ ）か国の批准
　批准した国の温室効果ガス排出量が合わせて世界全体の（ Ｂ ）%
　を超えること。

　世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて（ Ｃ ）℃より十
　分低く保つとともに、（ Ｄ ）℃に抑える努力を追求する。

・温室効果ガス排出量の順位
　1位：中国
　2位：アメリカ
　3位：EU28か国
　4位：（ Ｅ ）
　5位：ロシア
　6位：日本

・2017年6月、（ Ｆ ）が離脱を表明。

・主要国の温室効果ガス削減目標
　日本・・・2030年度までに（ Ｇ ）%削減
　ＥＵ・・・2030年までに40%削減
　中国・・・2030年までに60%～65%削減　　　など

・先進国は、途上国への支援を義務付け。

・（ Ｈ ）のカトヴィツェで開催されたCOP24
　パリ協定の実施に向け、一連の確固たるガイドラインを採択。
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●　解答

【001】
　Ａ：55
　Ｂ：55
　Ｃ：2
　Ｄ：1.5
　Ｅ：インド
　Ｆ：アメリカ
　Ｇ：26
　Ｈ：ポーランド
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